
- 237 -

令
和
二
年
秋
田
県
議
会
第
一
回
定
例
会
会
議
録

第
十
二
号

議
事
日
程
第
十
二
号

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）

午
前
十
一
時
開
議

第

一
、
知
事
の
説
明

第

二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件

議
事
日
程
第
十
二
号
の
二

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）

午
後
四
時
十
五
分
再
開

第

三
、
議
案
第
一
二
八
号

令
和
二
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

第

四
、
議
案
第
一
二
九
号

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
に
同
じ

午
前
十
一
時
開
議

本
日
の
出
席
議
員
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茂

人
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二
十
一
番

小

原

正

晃

二
十
二
番

沼

谷

純

二
十
三
番

髙

橋

武

浩

二
十
四
番

佐
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孝

二
十
五
番
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二
十
六
番

竹
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二
十
七
番

石
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ひ
と
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二
十
八
番

東
海
林

洋

二
十
九
番

渡

部

英

治

三

十

番

原

幸

子

三
十
一
番

工

藤

嘉

範

三
十
二
番

近

藤

健
一
郎

三
十
三
番

加

藤

鉱

一

三
十
四
番

佐

藤

賢
一
郎

三
十
五
番

小

松

隆

明

三
十
六
番

石

田

寛

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

土

谷

勝

悦

三
十
九
番

柴

田

正

敏

四

十

番

川

口

一

四
十
一
番

鶴

田

有

司

四
十
二
番

鈴

木

洋

一

四
十
三
番

北

林

康

司

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

佐

竹

敬

久

副

知

事

堀

井

啓

一

副

知

事

川

原

誠

総

務

部

長

名

越

一

郎

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

渡

辺

雅

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

出

口

廣

晴

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

高

橋

修

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

嘉

藤

正

和

健

康

福

祉

部

長

佐
々
木

薫

生

活

環

境

部

長

鎌

田

雅

人

農

林

水

産

部

長

佐

藤

幸

盛

産

業

労

働

部

長

猿

田

和

三

建

設

部

長

小

林

賢
太
郎

会
計
管
理
者
（
兼
）

柳

田

高

人

出

納

局

長

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

久

田

誠

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま

す
の
で
、
朗
読
を
省
略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
四
月
二
十
四
日
、
知
事
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
下
段
の
と
お
り

関
係
委
員
会
に
付
託
し
た
。

（
付
託
委
員
会
）

議
案
第
一
二
八
号

令
和
二
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正

(1)

予
算
（
第
四
号
）

議
案
第
一
二
九
号

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す

総
務
企
画
委
員
会

(2)

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

総

務

企

画

委

員

会

一
件

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

日
程
第
一
、
知
事
の
説
明
を
行
い
ま
す
。
知
事
の
発
言
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を
許
し
ま
す
。

【
知
事
（
佐
竹
敬
久
君
）
登
壇
】

●
知
事
（
佐
竹
敬
久
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
び
提
案
い
た
し
ま
し
た
議
案
の
説
明
に
先
立
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
応
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

今
月
十
六
日
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態

宣
言
の
対
象
区
域
が
全
都
道
府
県
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
本
県
に
お
い
て
も
、

小
・
中
・
高
等
学
校
等
の
臨
時
休
業
を
は
じ
め
、
密
閉
、
密
集
、
密
接
の
「
三
密
」

の
回
避
と
と
も
に
、
県
外
か
ら
の
移
動
、
不
要
不
急
の
外
出
、
接
待
を
伴
う
飲
食
店

等
の
利
用
の
自
粛
を
要
請
す
る
な
ど
、
同
法
に
よ
る
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
措
置
に
加
え
、
こ
の
大
型
連
休
期
間
に
人
の
往
来
や
接
触
を
い
か
に
抑

制
で
き
る
か
が
、
今
後
の
感
染
拡
大
の
防
止
に
向
け
特
に
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
か

ら
、
明
日
二
十
五
日
か
ら
来
月
六
日
ま
で
を
期
間
と
し
て
、
遊
興
施
設
、
運
動
施
設
、

劇
場
等
の
休
業
や
、
飲
食
店
、
居
酒
屋
等
の
食
事
提
供
施
設
の
営
業
時
間
の
短
縮
を

要
請
し
、
こ
の
要
請
に
応
じ
た
中
小
企
業
者
や
個
人
事
業
主
に
対
し
協
力
金
を
支
給

す
る
と
と
も
に
、
医
療
施
設
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
対
し
て
適
切
な
感
染
防
止
対
策

を
要
請
す
る
な
ど
、
新
た
な
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
対
策
等
に
つ
い
て
は
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
様
々
な
媒
体
を

通
じ
て
、
広
く
周
知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
御
理
解
の
上
、

県
民
一
丸
と
な
っ
て
感
染
拡
大
の
防
止
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

重
ね
て
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

県
民
や
事
業
者
の
皆
様
に
多
大
な
御
不
便
を
お
か
け
す
る
中
、
皆
様
と
痛
み
を
分

か
ち
合
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
私
の
六
月
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
全
額
を
減
額
す

る
と
と
も
に
、
常
勤
の
特
別
職
に
つ
い
て
も
六
月
の
期
末
手
当
を
自
主
返
納
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
提
出
議
案
に
つ
い
て
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
の
補
正
予
算
案
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
、
感

染
拡
大
の
防
止
の
た
め
、
県
の
要
請
に
応
じ
て
施
設
の
休
業
等
を
実
施
す
る
中
小
企

業
者
等
に
対
し
、
協
力
金
を
支
給
す
る
た
め
の
経
費
に
つ
い
て
計
上
し
て
お
り
、
一

般
会
計
補
正
額
は
、
二
十
一
億
四
百
八
十
六
万
円
、
補
正
後
の
総
額
は
、
六
千
百
九

十
一
億
三
千
四
百
十
七
万
円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
単
行
議
案
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
「
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
令
和
二
年
六
月
の
知
事
の
期
末
手

当
に
つ
い
て
全
額
を
減
ず
る
特
例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

次
に
、
日
程
第
二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託

の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
案
第
百
二
十
八
号
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る

こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
二
十
八
号

は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
で
議
案
審
査
を
行
う
た
め
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
一
時
四
分
休
憩

午
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四
時
十
五
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再
開
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員
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茂
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ひ
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み

二
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八
番

東
海
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洋
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十
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番
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英

治
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十

番

原

幸

子

三
十
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番

工

藤

嘉

範

三
十
二
番

近

藤

健
一
郎

三
十
三
番

加

藤

鉱

一

三
十
四
番

佐

藤

賢
一
郎

三
十
五
番

小

松

隆

明

三
十
六
番

石

田

寛

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

土

谷

勝

悦

三
十
九
番

柴

田

正

敏

四

十

番

川

口

一

四
十
一
番

鶴

田

有

司

四
十
二
番

鈴

木

洋

一

四
十
三
番

北

林

康

司

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

休
憩
前
に
同
じ

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま

す
の
で
、
朗
読
を
省
略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

そ
の
二
（
朗
読
省
略
）

一
、
四
月
二
十
四
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
予
算
特
別
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
二
八
号

(1)
一
、
四
月
二
十
四
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
総
務
企
画
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提

出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
二
九
号

(1)
●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

日
程
第
三
、
議
案
第
百
二
十
八
号
及
び
日
程
第
四
、
議

案
第
百
二
十
九
号
の
議
案
二
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

関
係
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
ま
ず
、
予
算
特
別
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま

す
。

【
三
十
九
番
（
予
算
特
別
委
員
長
柴
田
正
敏
議
員
）
登
壇
】

●
予
算
特
別
委
員
長
（
柴
田
正
敏
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
に
つ

い
て
、
予
算
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
委
員
会
に
お
い
て
審
査
し
た
案
件
は
、
議
案
第
百
二
十
八
号
令
和
二
年
度
秋
田

県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
一
般
会
計
補
正
予
算
案
は
、
二
十
一
億
四
百
八
十
六
万
円
の
増
額
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
、
六
千
百
九
十
一
億
三
千
四
百
十
七
万
円
と

な
り
ま
す
。

今
回
の
補
正
予
算
案
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
し
て
、
県

の
要
請
に
応
じ
て
施
設
の
休
業
等
を
実
施
す
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
協
力
金
の

支
給
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
関
係
分
科
会
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
総
務
企
画
分
科
会
に
お
い
て
は
、
今
回
の
補
正
予
算
案
に
係
る
事
業
の
財

源
等
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
産
業
観
光
分
科
会
に
お
い
て
は
、
「
秋
田
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
協
力
金
給
付
事
業
」
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
議
案
第
百
二
十
八
号
は
、
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

総
務
企
画
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
四
番
（
総
務
企
画
委
員
長
鈴
木
健
太
議
員
）
登
壇
】

●
総
務
企
画
委
員
長
（
鈴
木
健
太
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
議
案
第

百
二
十
九
号
に
つ
い
て
、
総
務
企
画
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
百
二
十
九
号
は
、
知
事
の
期
末
手
当
を
減

ず
る
特
例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結

果
、
議
案
第
百
二
十
九
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

以
上
で
関
係
委
員
長
の
報
告
は
終
わ
り
ま
し
た
。

関
係
委
員
長
に
対
す
る
質
疑
を
行
い
ま
す
。

【
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

質
疑
は
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。
上
程
の
議
案
二

件
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
二
十
八
号

及
び
議
案
第
百
二
十
九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
四
時
二
十
分
散
会
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